
配偶者を対象とした手当に関する
見直しが実施・検討された事例※ 

※ 処遇制度、給与体系等を見直す中で、配偶者を対象とした手当についても見直しが実施・検討されたものである。 

資料５－１ 



Ａ社の例 

見直しのポイント 

✔ 職能主義から役割や成果に応じた賃金体系へ変更する際、扶養家族手当も見直し。賃金体系等の変更
と合わせて段階的に、係員の子ども以外に対する扶養家族手当を廃止。 

✔ 見直しは、社員への報い方、配分の仕方を変えるものであり、原資の総体は減らさないという考え方。 

✔ これまで支給していた扶養家族手当を、公平・公正の観点から、賃金制度等に「移す」という考え方
であり、十分な予告期間を設けて周知したため、特段の経過措置は設けなかった。 

見直しの背景・経過 

〇 個人のライフスタイルや価値観が多様化する中、人事制度を担う仕事や実現した成果に報いていくよ
うに見直すにあたり、賃金体系や福祉制度とともに、扶養家族手当についても見直し。 

〇 職場の女性比率が高い中で、扶養家族手当の支給対象が「世帯主」であるため、対象者に男性が多く、
結果として女性職員に対して不公平という状況があった。 

〇 労働組合とは通年労使協議を行っており、その中で議論し合意。賃金制度全体を見直したため、扶養
家族手当の見直しについて個別・具体的な反対はなし。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】  
 ＜支給額＞ 
 ①部長職：子ども6,000円 
 ②課長・係長職：配偶者6,000円、子ども9,500円、

その他扶養者6,000円 
 ③係員：配偶者8,000円、子ども10,500円、その    

他扶養者7,000円 
※税制上の控除対象扶養親族（配偶者は年収103万円未満）
が手当の対象 

【見直し後】 ※制度変更と合わせて段階的に廃止 

 ＜1年目：係長職以上の見直し実施後の支給額＞ 
 ①課長・係長職：子ども9,500円 ※配偶者、その他扶養者廃止 

 ②係員：配偶者8,000円、子ども10,500円、その他扶養
者7,000円 

 ＜2年目：係員の見直し実施後の支給額＞ 
  ①課長・係長職：子ども9,500円（※改正なし） 
  ②係員：子ども10,500円 ※配偶者、その他扶養者廃止 

※ 現在 
  係員のみ：子ども10,500円（対象18歳まで）  

小売業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
  ※平成27年3月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｂ社の例 

見直しのポイント 

✔ 成果型の給与体系に見直す中で、仕事の成果とは関係のない属人的要素に関する家族手当も、公平性
の観点から見直し、配偶者を対象から除外。 

✔ 削減した手当の原資を賃金制度の基本給部分に組み入れた。また、生活の安定性を考慮してほしいと
の意見に対応し、４年間の経過措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 人事制度の見直しの一環として、いわゆる年功型（職能型）から成果型の給与体系に見直す中で、家
族手当も合わせて見直し、配偶者を対象から除外。子どもへの手当の支給は、未来への投資という観
点もあり、現在も支給を継続。 

〇 家族手当の見直しは、賃金制度全体の見直しの中で行った。賃金制度については、２年程度労使交渉
し合意。会社側と労働組合側の代表者による有識者会合で議論し、その内容を従業員へ周知。成果型
の賃金への移行、仕事の成果とは関係のない手当を見直すという総論の考え方について理解を得た。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】  
 〇 総合職であって、主たる生計維持者である

社員に対し、配偶者や子ども（就学中の者）
を対象として支給 

   ※税制上の控除対象扶養親族（配偶者は年収103万   
    円未満）が手当の対象 

  ※新卒採用で会社のコアとなっている人材に手当を  
         支給するという考え方 

 〇 配偶者の方が子どもよりも高い支給額 

【見直し後】   

 〇 配偶者を対象から除外 
  ※４年間の経過措置を設け、支給額を徐々に減ら

し、４年後に配偶者に対する手当を完全に廃止 

金融業 
従業者規模：1万人以上 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｃ社の例 

見直しのポイント 

✔ 家族手当を廃止するに当たっては、モデルケースを作成し、給与の中に手当相当分を入れ込んだ。 
✔ モデルケースの設定に当たっては、総じて賃金の減がないようにした。 

見直しの背景・経過 

〇 人事制度について成果主義への転換を図る大きな改革を行う中で家族手当を廃止。 
〇  1年間にわたる労使交渉を経て、合意。 
〇 経過措置は特段設けなかった。      

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 主たる生計維持者である社員に対して、

家族手当を支給（配偶者等についての年収
要件なし）    

 ＜支給額＞ 
 ①配偶者：30,000円 
 ②子ども（1人当たり）：3,000円  
 ③両親：10,000円 
  ※③は①及び②を支給していない場合のみ 

【見直し後】 
 ○ 家族手当を廃止 
 ○ モデルケースを作成し、給与の中に手当相

当分を入れ込んだ 
 ex) 
 ・6年目： 
  配偶者＋子ども１人の前提で給与に反映 
 ・8年目： 
  配偶者＋子ども２人の前提で給与に反映  

卸売業 
従業者規模：1,000～4,999人 
 ※平成27年9月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｄ社の例 

見直しのポイント 

✔ 年功序列になりがちな職能資格賃金制度から役割給制度に段階的に見直していく中で、各種手当を廃
止し、基本給の中に組み入れ、原資は維持。 

✔ 廃止した手当の額を基本給に組み入れたため、手当については特段の経過措置を設けなかった。 

✔ 労働組合は職場集会を開催、会社側は社員を対象とした研修を実施し、社員の理解を得るよう努めた。 

見直しの背景・経過 

〇 世界で通用する賃金制度が必要との判断の下、実力主義に基づいた給与体系に移行するため、人基準
から仕事基準へ賃金制度を見直す中で、属人的な手当を廃止し、基本給に一本化。特に家族手当につ
いては、扶養している家族を対象としているため男性に支給されることが多く、男女均等の観点から
も適当でないと考えた。  

〇 約１年前から労使交渉を行い、合意。 
〇 賃金制度見直しの考え方については、労働組合も異論なし。各論では意見はあったものの、実力主義

の徹底により公正・公平になる旨丁寧に説明することで合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 税制上の控除対象親族に支給（配偶者

は年収103万円未満）  
 ＜支給額＞ 
 ①配偶者：23,000円 
 ②その他の扶養対象者：7,500円 
  ※ 人数に上限なし 

【見直し後】  
 基本給に一本化 
  ※手当の廃止によって支給額が減少する者はなし  

製造業 
従業者規模：１万人以上 
 ※平成26年12月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｅ社の例 

見直しのポイント 

✔ 扶養手当は仕事の成果とは直接関係のないものであるため、住宅手当等と合わせて廃止し、基本給へ
一本化し、原資は維持。 

✔ 移行によって賃金水準が下がる社員を対象に5年間の経過措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 年功序列的な職能資格制度は以前より廃止し、扶養手当については段階的に減額されていたが、成果
主義的な世界企業と競争するため、日本に新たに進出した外資系企業だと仮定して賃金制度を設計。 

〇 「男女平等」「ペイ・フォー・ジョブ」の観点から扶養手当や住宅手当を廃止し、基本給へ一本化す
ることとした。 

〇 2年にわたる交渉の間、労組と人事とで何度も議論。労働組合は、仕事の成果に応じた賃金制度を徹
底するという本質的な部分は当初より理解があったものの、手当の廃止には異論があり、移行措置、
激変緩和措置を設定し、配慮することで合意。  

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 税制上の控除対象扶養親族に支給（配

偶者は年収103万円未満） 
 ＜支給額＞ 
 ①配偶者 32,500円 
 ②子ども 17,000円（人数制限なし） 
 ③その他 4,000円 

【見直し後】  
○ 5年間の経過措置（旧賃金との差額を賞与

時に補填する等）を設けた上で廃止 
○ 手当の廃止分については、全員の基本給に

再配分 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年9月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｆ社の例 

見直しのポイント 

✔ 社員の「子どもの教育費・親の介護」などに対する不安を軽減し、安心して仕事に集中できるよう、
より対応の必要性の高い家族を対象とした手当へと、見直しの前後で原資の増減がないよう見直し。 

✔ 労働組合は、見直しの方向性について理解を示し、大きな異論はなかったものの、見直しにより 
 支給額が減る社員に対する最大限の配慮を会社に求め、５年間の経過措置を設けた。 

✔ 労使の話し合いの内容を随時周知するとともに、労使合意後は、社内イントラへの掲載、 
 上司・組合からの説明等を実施。 

見直しの背景・経過 

〇 若手から65歳まで成長・活躍し続けるための人事・処遇制度全般の見直しの一環として、それまで    
  扶養家族の生活費補填として設けられていた家族手当について、フラットに見直しを検討。 

〇 従業員の家族の在り方などの変化を踏まえ、子育て・介護・障がい者等に対する手当へと見直すこと 
  について、約１年間の話し合いを経て、労使合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】   
＜対象家族＞ 
 ・配偶者、18歳未満の子、 
  障がいを有する本人の親族など 
 （いずれも税制上の控除対象扶養親族（配

偶者は年収103万円未満）） 
＜支給額＞ 
 ・対象家族1人当たり約2万円 
 （2人目以降は減額、人数に上限なし） 

【見直し後】  

 ＜対象家族＞ 
  ・18歳未満の子、障がいを有する本人・ 
   配偶者の親族（税制上の控除対象扶養親族） 
  ・介護を要する本人・配偶者の親族 
 ＜支給額＞ 
  ・対象家族１人当たり約2万円 
  （人数に上限なし） 

製造業 
従業者規模：1万人以上（単体） 
 ※平成27年３月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｇ社の例 

見直しのポイント 

✔  「仕事」に関わりのない要素の極小化を検討し、配偶者及び祖父母等に係る家族手当を、子ども・障
害者への養育手当に再配分（一部は、職務給・職能給に再配分）し、原資を維持 。 

✔ 見直しに際しては、厚生労働省による男女間賃金格差解消のためのガイドラインも参考とした。 

見直しの背景・経過 

〇 事業再構築と併せて、人材の育成・活性化につながる人事処遇制度を構築することとし、成果重視、
仕事の性質に応じた処遇体系に改革。当該改革の一環として、家族手当を廃止。女性活躍、少子高齢
化等の社会的要請、対象者への影響等を踏まえ、養育手当（子ども・障害者が対象）を創設。 

〇 1年間にわたる労使交渉を行い、1年間の経過措置を設け、合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ＜支給額＞ 
 ①配偶者：20,000円 
 ②子ども（１人につき）：5,000円 
 ③配偶者がいない場合の第１子：20,000円 
 ④その他（障害者）：4,200円 
 ⑤その他（祖父母等）：4,200円 
 ※配偶者については、税制上の控除対象配偶者（年収103

万円未満）が対象。 

【見直し後】 
 ○ 子ども及び障害者を対象とした養育手

当を新設 
 ＜支給額＞ 
  10,000円 
※一部は職務給・職能給に再配分（5,800円/人） 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｈ社の例 

見直しのポイント 

✔ 男女共同参画社会が進展する中、公正な処遇の観点等から課題と指摘されていた「配偶者扶養給」
を段階的に廃止し、子育て支援を中核とした支援制度（子どもが生まれた社員に対する一時金、子ど
もや障害を持つ家族等を扶養する社員への手当）を導入することで、仕事と家庭の両面において充実
した生活を確立し、さらに社員の長期的な子の育成に対する不安感を取り除いた。 

✔ 原資はほぼ維持した上で、支給方法や対象を変更。 

見直しの背景・経過 

〇 仕事と家庭の両立支援や次世代育成支援の今後のあり方について、労働組合に対し、① 扶養対象配
偶者への手当支給の公平性、② 次世代育成に対する補助の必要性、③ 子どもの養育支援や要扶養者に
対する補助の存置の必要性といった課題を提起し、協議を進めた。 

〇 約１年間の労使交渉を経て、合意。 

【見直し前】 
 ○「扶養給（家族手当）」を支給 
＜支給額＞  
 ①配偶者：20,000円 
   ※配偶者については、税制上の控除対象

配偶者（年収103万円未満）が対象 

  ②その他扶養家族：4,000円 

【見直し後】 
○ 配偶者扶養給を段階的に廃止し、子育て等支援策を導入 
＜支援①＞ 
 対 象：新たに子どもが生まれた社員 
 支給額：子ども一人につき、55万円 
 ※会社提携の子供育成保険に加入する場合、5万円を加算 
 ※管理職にも支給 

＜支援②＞ 
 対 象：子どもや障害者等支援が必要な家族を扶養 

 する社員（管理職を除く） 
 支給額：子ども等一人につき、月額5千円 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が廃止された例 

配偶者手当に係る見直しの内容 



Ｉ社の例 

見直しのポイント 

✔ 職員の能力に応じて支給する手当（基礎能力手当）を創設するための原資として仕事の成果に直接
関係のない家族手当や住宅手当を使用。原資の総額は維持。 

✔ 新制度への移行に関し、特段の異議はなく、経過措置は設けなかった。 

見直しの背景・経過 

〇 能力や成果に応じた処遇が一般的である米国における駐在経験が長かったトップが、年齢にとらわれ
ず能力で従業員を評価する公平な処遇制度、従業員のやる気を引き出す方策を検討。 

〇 トップが方針を示し、過半数代表者の意見を聴いて、就業規則を変更。その間の期間は１か月以内。
（※労働組合なし） 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 〇 扶養家族となっている配偶者及び子ど

もの人数に応じて家族手当を支給（配偶
者と子ども２人の場合23,500円/月） 

  ※税制上の控除対象扶養親族（配偶者は年収   
   103万円未満）が手当の対象 

【見直し後】 
 〇 基礎能力手当を創設 
 ＜支給額等＞ 
 以下の３種類。それぞれ６段階で評価 
 ①ＰＣ/ＩＴ能力手当（最大20,000円/月） 
 ②対人・態度能力手当（最大20,000円/月） 
 ③道具としての英語力手当（最大25,000円/月） 

卸売業 
従業者規模：50～99人 
 ※平成27年１月時点 

配偶者手当が廃止された例 



Ｊ社の例 

見直しのポイント 

✔ 配偶者手当を減額し、子どもに対する手当を増額。 
✔ 従前の手当の原資内での再配分とし、「配偶者＋子ども２人」のモデルで賃金の増減がないよう調整。 
✔ 当初使用者側は廃止を目指していたが、労働組合との調整の中で、減額することで落ち着いた（生活

への影響度合いが大きいとの労側の主張に配慮。）。 
✔ 手当支給額が見直し前を下回る場合に差額の一定割合を支給する1年間の移行措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 外部環境の変化に伴い構造改革を行う中、成果や貢献度合いを的確に反映する賃金・評価制度に改革。 
〇 各種手当制度の多くは大きな見直しがなされないまま20年以上が経過し、実態との間に差が生じて

おり、共働き世帯や独身者の増加等家族の形態が多様化する中、次世代育成支援の視点も踏まえ、制
度をより公平で納得性のあるものとする必要。 

〇 2年間にわたる労使交渉を行い、1年間の経過措置を設け、合意。     

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ＜支給額＞ 
 ①子ども：16,000円 
 ②配偶者：25,000円 
 ③配偶者＋子ども：34,000円 
 ④育休・介護休職中の配偶者：5,000円 等 
 ※①及び③については、子どもは２人以上でも同額 
 ※②及び③については、税制上の控除対象配偶者

（年収103万円未満）が対象 

【見直し後】 
 ＜支給額＞ 
 ①子ども１人当たり：12,000円  
 ②配偶者：12,000円 
 ③育休・介護休職中の配偶者：6,000円 等 
 ※子どもについては、人数制限を撤廃 
 ※②については、税制上の控除対象配偶者（年収

103万円未満）が対象 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｋ社の例 

見直しのポイント 

✔ 人事制度全体の見直しに伴い、配偶者に厚く支給していた家族手当の支給対象及び支給額を見直し、
配偶者か否かの区別なく、扶養家族1人当たり11,000円を支給することとした。 

✔ 家族手当の配分対象、配分額を変更することにより原資の総額は維持。 
✔ 新制度による支給割合を段階的に引き上げる2年間の経過措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 成果主義・実力主義への転換という観点から、人事制度全体の見直しを行う際に、家族手当について
も属人給の廃止、子育てに対する支援の充実という観点から、見直しを行った。 

〇 関連会社への影響もあるため、1～1年半の交渉を行い、2年間の経過措置を設定し、合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 配偶者に厚く手当を支給 
  ＜支給額＞ 
 ①扶養者1人目：19,300円 
  ※配偶者（税制上の控除対象配偶者（年収103万

円未満））の場合：20,100円 

 ②扶養者2人目以降（1人当たり）：6,600円  
  ※子どもについては、3人目まで手当を支給 

【見直し後】 
 ○ 配偶者か否かの区別なく、１人当たり

11,000円を支給 
  ※配偶者は、引き続き、税制上の控除対象配偶者（年

収103万円未満）が対象 
  ※扶養者については、全体で4人までの上限を設定

（子どもについては人数の上限なし） 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｌ社の例 

見直しのポイント 

✔ 配偶者に厚く支給していた従前の制度を、配偶者に対する手当の額を縮小し、配偶者か否かを区別せ
ずに扶養家族１人当たり11,000円を支給する制度に転換。 

✔ 原資の総額は維持し、5年間かけて配偶者に対する手当を段階的に減額する経過措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 次世代育成支援の観点から、育児を行う労働者にとって働きやすい職場環境づくりを推進するため、
社内の育児サポート制度を拡充するとともに、企業の社会的責任を果たす観点から、育児休職中の経
済的支援拡充と育児を支援する勤務制度の整備に関する検討を開始する中で家族手当についても検討。 

〇 検討の結果、育児に関する制度については、育児休職期間中は60,000円/月の支援金を支給し、10
日間分を有給とする制度を設けることとし、これに併せて家族手当の支給対象等を見直し。 

〇 半年間の労使交渉の結果、5年間の経過措置を設けた上で、合意。 

【見直し前】 
 ＜支給額＞ 
 （扶養家族1人目） 
 ・配偶者の場合：18,000円 
 ・配偶者以外の場合： 4,000円 
 （扶養家族2人目以降） 
 ・子ども、その他の場合（1人当たり）： 3,000円 
 ※業績給が主となる社員（管理職等）は支給なし 

【見直し後】 
 ○ 配偶者か否かを区別せず、扶養家族 

 １人当たり11,000円を支給 
  ※扶養家族が子どもの場合は上限なし 
  ※子ども以外の扶養家族がいる場合は、4人

（44,000円）を上限とする  

配偶者手当に係る見直しの内容 

製造業 
従業者規模：1万人以上 
 ※平成27年9月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｍ社の例 

見直しのポイント 

✔ 配偶者に対し手厚かった家族手当の配分を扶養家族で均一化し、小学校卒業までの子どもがいない場
合の配偶者に対する手当は廃止。原資の総額は維持。 

✔ 新制度における家族手当の支給額が旧制度における支給額を下回る場合、旧制度との差額分の一部を
支給する６年間の経過措置を設けた。 

見直しの背景・経過 

〇 次世代育成の推進の観点から、家族手当を子どもに厚く支給する制度となるよう見直し。        
〇 数か月間の労使交渉を行い、合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ＜支給額＞ 
 ①配偶者：20,000円 
 ②その他の扶養者（1人当たり）：4,500円 
  ※配偶者については、税制上の控除対象配偶者

（年収103万円未満）が対象 
  ※管理職は支給なし 

【見直し後】 
 ＜対象家族＞  
 ①配偶者        ②子ども 
 ③60歳以上の両親     ④障害者 
 ＜支給額＞ 
 対象家族である扶養者１人当たり12,000円  
 ※配偶者については、税制上の控除対象配偶者（年収

103万円未満）であり、かつ小学校卒業までの子ども
がいる場合に限定 

 ※扶養者は合計5名までの上限を設定 
 ※経過措置により支給される差額分は年々逓減化（差額

分の80％～15％） 
 ※管理職は支給なし 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｎ社の例 

見直しのポイント 

✔ 配偶者に手厚く支給していた制度を、配偶者、子供等の区別なく、被扶養者1人当たり11,000円を
支給する制度へと改革。 

✔ 原資総額は維持されるよう設計。 

見直しの背景・経過 

〇 共働き世帯の増加、子供に係る費用の増加、介護の増加等家族の状況の変化に伴い、扶養家族全体と
してバランスがとれるよう改革を検討。 

〇 その他人事諸制度（賃金・福利厚生）についても同時に見直しを行った。 
〇 会社から労働組合に提案し、３ヶ月間にわたり労使交渉を行い、合意。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 配偶者に手厚く支給 
＜支給額＞ 
①配偶者（税制上の控除対象配偶者（年収103
万円未満））：19,500円 

②子ども等被扶養者（1人当たり）：4,200円 

【見直し後】 
○配偶者、子供等の区別なく、被扶養者1人当
たり11,000円を支給 

 ※扶養者の上限は最大5名 
 ※配偶者については、引き続き、税制上の控除対象

配偶者（年収103万円未満）が対象 

製造業 
従業者規模：5,000～9,999人（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｏ社の例 

見直しのポイント 

✔ 配偶者等に支給される「扶養加給」を廃止し、育児支援策として育英補助給付金を新設。原資の範囲
内で再配分。 

✔ 「扶養加給」が減額される職員について、１年間は減額分の半額を保障する経過措置を設けた。 
✔ 見直しに際しては、厚生労働省による男女間賃金格差解消のためのガイドラインも参考にした。 

見直しの背景・経過 

〇 能力・成果給を中心とした賃金体系への人事制度の全面的な見直しを検討する中で、配偶者等に
支給される「扶養加給」の廃止についても検討を行った。 

〇 労使交渉を行い、労働組合側は、賃金体系の全面的変更や女性の社会進出の意義について理解し、
経過措置を設け、合意。 

〇 今後、配偶者への支給をなくして支給対象を子供のみに限定することを検討中。 

【見直し前】 
 ○ 「扶養加給」を支給 
 ＜支給額＞ 
 ①扶養対象の配偶者 ：21,000円 
   ※ 税制上の控除対象配偶者（年収103万円未満）が対象 

 ②①であって満18歳の3月末までの子どもが
いる場合：27,000円 

 ③扶養対象でない配偶者に子どもがいる場
合：11,000円 

  ※②、③については子どもの人数に関係なく一定額    

【見直し後】 
 ○ 「扶養加給」 を廃止し、育英補助給付金

を支給 
 ＜支給額＞ 
 ①18歳の3月末日に達しない子ども１人当た

り：8,000円 
 ②３歳の３月末日に達しない子どもを養育す

る扶養対象の配偶者：8,000円 
   ※ 税制上の控除対象配偶者（年収103万円未満）が対象 

※現在は、①は2人目まで9,000円、3人目以降
10,000円、②は9,000円に変更  

配偶者手当に係る見直しの内容 

製造業 
従業者規模：1万人以上（連結） 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｐ社の例 

見直しのポイント 

✔ 人事制度の見直しにより、管理職に対する扶養手当、総合職に対する扶養手当を順次廃止。 

✔ 原資総額を維持した上で、実力･成果･貢献に応じて給与が分配されるよう、給与体系全体の中で調整。 

見直しの背景・経過 

〇 ①ライフスタイルの多様化により、結婚や子どもの有無により収入に差が生じることが公平といえる
か、②社員の成果や会社への貢献に応じて処遇すべきではないかとの観点から見直し。 

〇 人事制度の見直しの一環として給与体系の見直しと併せて扶養手当のあり方についても労使交渉。 
直近の見直し時は１年程度の交渉を行い、合意。 

〇 扶養手当の支給を受けていた社員を中心に、労働組合も、生活防衛の観点から当初反対していたが、
ライフスタイルが多様化する中、公平性の観点から説明し、理解を得た。 

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 〇 管理職を含めた従業員に対して扶養手

当を支給 
  ＜支給額＞ 
  ①配偶者 42,500円 
  ②子供  2,500円 
    ※税制上の控除対象扶養親族（配偶者について 
  は年収103万円未満）に支給。最大50,000円。  

【見直し後】 
 ＜当初見直し後＞  
 〇 管理職に対する扶養手当を廃止 

 ＜直近の見直し後＞ 
 〇 総合職に対する扶養手当を廃止 
 ○ 支給額を変更 
  （配偶者40,000円、子ども１人当たり5,000円。 
   4人までが限度。最大55,000円） 

金融業 
従業者規模：1万人以上 
 ※平成27年3月時点 

配偶者手当が縮小された例 



Ｑ社の例 

見直しのポイント 

✔ 家族手当以外のほぼすべての手当（管理職手当、住宅手当等）を廃止したが、家族手当については存
続させることとした。 

✔ 成果主義モデルへの転換により、ほぼすべての社員において給与増、総人件費は増加。 

見直しの背景・経過 

〇 成果主義への転換の時流、業績悪化、独自の人事制度を創設する声が高まったこと等を受け、人事制
度全体の変更を行ったことに伴い、配偶者手当を含む各種手当の廃止についても議論を行った。 

〇 会社側は当初、家族手当も含めて手当を廃止する方針であったが、労働組合との議論の中で、家族    
  手当は最低限の生活を保障するものとして存続させるべきとの結論に至った。 
〇 約半年の労使交渉を行い、合意。 
〇 現時点では、今後とも家族手当の廃止行う予定はない。   

配偶者手当に係る見直しの内容 

【見直し前】 
 ○ 家族手当の他、管理職手当、住宅手当等を

支給 
 ＜家族手当の支給額＞ 
 ①税制上の控除対象配偶者（年収103万円未

満）：15,000円 
 ②子ども（1人当たり）：5,000円  
 ③両親：5,000円 
  ※計25,000円が上限金額 

【見直し後】 
 ○ 家族手当は、支給額上限額とも変更せず 
 ○ その他の手当については、おおむね廃止 
＜参考＞ 改廃した手当 
管理職手当／産前産後手当／住宅手当 

小売業 
従業者規模：5,000～9,999人 
 ※平成27年2月時点 

配偶者手当が維持された例 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン（抄） 
（平成15年４月22日）  

第２ 労使が自主的に取り組むための賃金管理及び雇用管理の改善方策に係る事項 
 ２  賃金管理における改善方策 
（（１）、（２） 略） 
  （３）生活手当の見直し 

 家族手当、住宅手当等の生活手当については、男女間賃金格差解消の観点からは、それが
格差を生成するような支給要件で支払われている場合には廃止することが望ましい。 

 労使双方、特に労働組合側に引き続き維持したいとの考えが根強いが、男女間賃金格差に
影響しないよう、時間をかけてでも制度変更することが必要である。具体的には、男女間の賃
金格差解消の観点からは、家族手当のうちの子どもに対する手当や住宅手当を引き続き維持
するとしても、配偶者に対する手当は廃止する等、両手当を出来るだけ縮小することが望まし
い。 

 この場合、生活手当の縮小・廃止に伴う影響を最小限に抑制するために、福利厚生施策面で
の対応や、賃金総額の引き下げにつながらないような措置を講ずる等により生活面への影響
を緩和することが求められる。 

（参考１） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のための ガイドライン （抄） 

（平成22年８月31日）  

２ 労使が自主的に取り組むための対応方策に係る事項 
（２） 賃金・雇用管理の見直しの視点  
ア 賃金・雇用管理の制度面の見直し  
 （ア） 公正・明確・透明な賃金制度  

 また、家族手当や住宅手当といった生活手当については、労働者の生活の安定を図るため、
多くの企業が採用しているが、女性労働者の納得性という点からは、支持は得られていない制
度であると考えられる。男女間賃金格差解消の観点からも、また、女性労働者や独身の労働
者の労働意欲への影響という観点からも、改めて労使で話し合い、どのような属性の労働者
にとっても不公平の生じないよう、必要な見直しを行うことが望ましい。   

（参考２） 


